
告 示

��������������

�愛媛県告示第１１７５号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び西条地方局産業経済部商工労政課並びに四国中央市役所において告示の日から

４月間縦覧に供する。

平成１９年６月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

パルティ・フジ三島
四国中央市三島中央
一丁目字陣屋１９２８－
１

大規模小売店舗の名称 フジ三島店 パルティ・フジ三島 平成１８年
７月２４日

平成１９年
６月１８日

大規模小売店舗を設置する者
及び大規模小売店舗において
小売業を行う者の代表者の氏
名

株式会社フジ
代表取締役
時任紀邦

株式会社フジ
代表取締役
高橋吉昭

平成１７年
９月１日

株式会社フジ
代表取締役
高橋吉昭

株式会社フジ
代表取締役
尾�英雄

平成１８年
７月２４日

大規模小売店舗において小売
業を行う者等

株式会社フジほか５
者

株式会社フジほか２
者

平成１３年
８月３１日
ほか

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び西条地方局産業経済部商工労

政課並びに四国中央市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第１１７６号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び今治地方局産業経済部商工労政課並びに今治市役所において告示の日から４月

間縦覧に供する。

� 目 次 �
告 示

○ 大規模小売店舗の変更の届出の概要等（３件）………………………７５２

○ 指定障害福祉サービス事業者の指定（２件）…………………………７５４

○ 土地改良区役員の就退任の届出（３件）………………………………７５４

○ 新たな土地改良事業の施行の関係書類の縦覧…………………………７５５

○ 市営土地改良事業の換地処分……………………………………………７５５

○ 県営土地改良事業の工事の完了（２件）………………………………７５５

発 行 愛 媛 県

○ 付保義務の発生……………………………………………………………７５６

○ 付保義務の消滅……………………………………………………………７５６

○ 開発行為に関する工事の完了……………………………………………７５６

○ 道路の位置の指定…………………………………………………………７５６

公 告

○ 愛媛県立歯科技術専門学校入学試験の実施……………………………７５６

○ 愛媛県立農業大学校入学試験の実施……………………………………７５７
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平成１９年６月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

パルティ・フジ今治 今治市小泉四丁目５
番１号 大規模小売店舗を設置する者

及び大規模小売店舗において
小売業を行う者の代表者の氏
名

株式会社フジ
代表取締役
時任紀邦

株式会社フジ
代表取締役
高橋吉昭

平成１７年
９月１日

平成１９年
６月１８日

株式会社フジ
代表取締役
高橋吉昭

株式会社フジ
代表取締役
尾�英雄

平成１８年
７月２４日

大規模小売店舗において小売
業を行う者

株式会社フジ、株式
会社メディコ・二十
一、有限会社せんば、
株式会社キタムラ、
株式会社四国フジパ
ン

株式会社フジ、株式
会社メディコ・二十
一、有限会社せんば、
株式会社キタムラ、
九州フジパンストア
ー株式会社

平成１８年
８月１日

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び今治地方局産業経済部商工労

政課並びに今治市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第１１７７号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第２項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び松山地方局産

業経済部商工労政課並びに東温市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成１９年６月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更しようとする事項 変 更 前 変 更 後 変更する

年 月 日
届 出
年 月 日

フジグラン重信・ディッ
クＥＸ重信

東温市野田三丁目１
番１３号外

大規模小売店舗において小売
業を行う者の開店時刻及び閉
店時刻

株式会社フジ他
午前９時から午後１２
時まで（書籍・ＣＤ
売場以外の閉店時刻
は午後１０時）
ダイキ株式会社
午前８時から午後８
時まで

株式会社フジ他
午前９時から午後１０
時まで
ダイキ株式会社
午前８時から午後８
時まで

平成１９年
６月１０日

平成１９年
６月８日

来客が駐車場を利用すること
ができる時間帯

駐車場１～５
午前８時から午後１２
時まで
駐車場６～９、１１～
１３
午前８時から午後１０
時まで
駐車場１０
午前８時から午後８
時まで

駐車場１、２、４、
５
午前８時から午後１０
時１５分まで
駐車場３
工事期間中閉鎖
駐車場６～９、１１～
１３
午前８時から午後１０
時まで
駐車場１０
午前７時４５分から午
後８時１５分まで

駐車場の自動車の出入口の数
及び位置 ２４箇所 ２３箇所

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び松山地方局産業経済部商工労

愛 媛 県 報平成１９年６月２９日 第１８７４号

７５３
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�愛媛県告示第１１８０号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

伊予郡砥部町土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任し

た旨の届出があった。

平成１９年６月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

退 任

政課並びに東温市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第１１７８号
障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第２９条第１項の規定により、次のとおり指定障害福祉サービス事業者を指定した。

平成１９年６月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１１７９号
障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第２９条第１項の規定により、次のとおり指定障害福祉サービス事業者を指定した。

平成１９年６月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

事業者番号
指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者

指定障害福祉
サービスの種類

指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 所
指 定
年 月 日

氏名又は名称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８１１３００１０６ 社会福祉法人澄心 四国中央市豊岡町大町
２００５番１ 武 村 志 延 生活介護 ステップｂｙすてっぷ 四国中央市川之江町字

蜜厳坊２４７２番１
平成１９年
４月１日

３８１１３００１０６ 社会福祉法人澄心 四国中央市豊岡町大町
２００５番１ 武 村 志 延 就労移行支援

（一般型） ステップｂｙすてっぷ 四国中央市川之江町字
蜜厳坊２４７２番１

平成１９年
４月１日

事業者番号
指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者

指定障害福祉
サービスの種類

指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 所
指 定
年 月 日

氏名又は名称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８１０４００１１３ 有限会社タカハシ 八幡浜市沖新田１５１０番
地５３ 水 野 豊 居宅介護 訪問介護ステーション

ももたろう
八幡浜市沖新田１５１０番
地５３

平成１９年
４月１日

３８１０４００１１３ 有限会社タカハシ 八幡浜市沖新田１５１０番
地５３ 水 野 豊 重度訪問介護 訪問介護ステーション

ももたろう
八幡浜市沖新田１５１０番
地５３

平成１９年
４月１日

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 川 本 豊 伊予郡砥部町大南２４５０番地

〃 武 智 正 照 伊予郡砥部町大南１５７２番地

〃 白 潟 恒 仁 伊予郡砥部町大南６３６番地

〃 八 束 巖 伊予郡砥部町大南８３６番地

〃 岡 本 昇 伊予郡砥部町岩谷口３１３番地

〃 澤 田 茂 伊予郡砥部町岩谷１０６番地

〃 入 江 長 親 伊予郡砥部町大平１４８番地

〃 門 田 尚 士 伊予郡砥部町万年５７５番地

〃 前 田 義 夫 伊予郡砥部町外山８４番地

〃 古 田 俊 正 伊予郡砥部町五本松３６２番地

〃 影 浦 公 洋 伊予郡砥部町北川毛６２６番地

〃 福 岡 義 一 伊予郡砥部町大角蔵１４０番地

〃 福 島 美 史 伊予郡砥部町川井１３２３番地

〃 三 谷 修 作 伊予郡砥部町宮内５７５番地１

〃 相 田 理 夫 伊予郡砥部町原町１７５番地

〃 柳 田 勇 伊予郡砥部町高尾田８８１番地

〃 相 田 孝 二 伊予郡砥部町三角１７８番地

〃 沼 田 滋 伊予郡砥部町重光３７８番地

〃 松 田 憲 明 伊予郡砥部町八倉３５９番地

〃 西 岡 昭 司 伊予郡砥部町川井１０６６番地

〃 重 松 正 男 伊予郡砥部町田ノ浦２３５番地

〃 三 原 義 收 伊予郡砥部町岩谷口３１８番地

監 事 福 山 数 義 伊予郡砥部町外山４６５番地

〃 永 田 公 也 伊予郡砥部町千足１２６番地

〃 二 宮 敬 介 伊予郡砥部町拾町１９０番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 武 智 正 照 伊予郡砥部町大南１５７２番地

〃 大 内 晧 伊予郡砥部町大南１８１８番地

〃 八 束 巖 伊予郡砥部町大南８３６番地

〃 青 木 正 男 伊予郡砥部町大南５６番地

〃 中 村 昭 三 伊予郡砥部町岩谷口４６７番地

愛 媛 県 報平成１９年６月２９日 第１８７４号

７５４
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�愛媛県告示第１１８１号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

宇和海地区土地改良区から次のとおり役員が退任した旨の届出があ

った。

平成１９年６月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

退 任

�������
�愛媛県告示第１１８２号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

松野町土地改良区から次のとおり役員が就任した旨の届出があった。

平成１９年６月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

�������
�愛媛県告示第１１８３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第１項の規定により、

西条市吉岡土地改良区から認可申請のあった新たな土地改良事業

（農業用道路整備事業・吉岡西部地区）の施行を平成１９年６月１８日

認可した。

平成１９年６月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１１８４号
平成１９年６月２０日四国中央市営災害復旧事業（市単独土地改良事

業）大境西地区の換地計画に基づく換地処分があったので、土地改

良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の４において準用する同法第

５４条第４項の規定により公告する。

平成１９年６月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１１８５号
次の県営土地改良事業の工事が完了したので、土地改良法（昭和

２４年法律第１９５号）第１１３条の２第３項の規定により公告する。

平成１９年６月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１１８６号
次の県営土地改良事業の工事が完了したので、土地改良法（昭和

２４年法律第１９５号）第１１３条の２第３項の規定により公告する。

平成１９年６月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

〃 平 岡 敬 司 伊予郡砥部町岩谷１０７番地

〃 入 江 長 親 伊予郡砥部町大平１４８番地

〃 門 田 尚 士 伊予郡砥部町万年５７５番地

〃 前 田 義 夫 伊予郡砥部町外山８４番地

〃 中 岡 勝 彌 伊予郡砥部町外山３００番地

〃 戸 澤 成 清 伊予郡砥部町北川毛４２８番地

〃 松 � 稔 伊予郡砥部町七折１３２番地１

〃 永 田 公 也 伊予郡砥部町千足１２６番地

〃 三 谷 修 作 伊予郡砥部町宮内５７５番地１

〃 大 江 宏 伊予郡砥部町原町２０９番地

〃 小笠原 智 久 伊予郡砥部町高尾田１０６７番地

〃 玉 井 章 悟 伊予郡砥部町麻生２０番地

〃 沼 田 滋 伊予郡砥部町重光３７８番地

〃 武 智 重 一 伊予郡砥部町八倉３０２番地

〃 松 � 昭 夫 伊予郡砥部町拾町１９１番地

〃 小 西 浩 二 伊予郡砥部町大南４２８番地

〃 泉 年 夫 伊予郡砥部町宮内１０８番地

監 事 井 上 巧 伊予郡砥部町五本松３６７番地

〃 稲 田 泰 教 伊予郡砥部町川井１６２３番地

〃 二 宮 敬 介 伊予郡砥部町拾町１９０番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 石 崎 九 宇和島市下波１３５１番地２

〃 川 本 鹿 次 宇和島市下波５４０４番地

〃 二 宮 初 宇和島市下波４４４２番地

〃 増 田 芳 郎 宇和島市伊吹町１３５２番地２

〃 石 川 秀 樹 宇和島市下波３７３４番地

〃 山 口 栄一郎 宇和島市下波２５１２番地

〃 浜 田 義比古 宇和島市下波２２９８番地

〃 石 崎 豊 宇和島市下波１３３６番地

〃 福 本 義 和 宇和島市下波９１４番地

〃 山 下 良 征 宇和島市遊子１３６０番地

〃 石 城 孝 弘 宇和島市遊子５３９４番地

〃 石城戸 豊 治 宇和島市遊子４４８８番地

〃 山 下 兼 治 宇和島市遊子３８０１番地

〃 梶 田 司 郎 宇和島市遊子３６１０番地１

〃 米 澤 音 博 宇和島市遊子２９４９番地

〃 川 越 宇佐夫 宇和島市遊子２０５６番地

〃 吉 見 昭 宇和島市遊子４１７７番地

監 事 石 崎 吉 勝 宇和島市下波１２４９番地

〃 谷 本 力 光 宇和島市遊子４２７８番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 岡 武 男 北宇和郡松野町大字吉野２２７番地

〃 布 久 光 北宇和郡松野町大字吉野５８０番地

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

農業用用排水施設整備事業 佐田岬半島西地区 平成１３年７月３日

農業用道路整備事業 佐田岬半島西地区 平成１８年３月２０日

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

農業用用排水施設整備事業 風おこし地区 平成１６年３月１５日

農業用道路整備事業 風おこし地区 平成１６年３月２０日
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公 告

�愛媛県告示第１１８７号
漁船損害等補償法（昭和２７年法律第２８号）第１１２条の２第２項の

規定による届出を審査した結果、次の加入区について、同法第１１２

条第１項の規定による同意があったと認めたので、同法第１１２条の

２第３項及び漁船損害等補償法施行規則（昭和２７年農林省令第１８号）

第２６条の３の規定により告示する。

平成１９年６月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

（西条地方局管内）

ひうち加入区

�������
�愛媛県告示第１１８８号
漁船損害等補償法（昭和２７年法律第２８号）第１１３条の２第１項第

１号の規定により、次の加入区について、漁船損害等補償法に基づ

く付保義務の発生（平成１５年７月愛媛県告示第１４１５号）による保険

に付すべき義務は、平成１９年６月２８日限り消滅したので、同条第２

項及び漁船損害等補償法施行規則（昭和２７年農林省令第１８号）第２６

条の３の規定により告示する。

平成１９年６月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

（西条地方局管内）

ひうち加入区

�������
�愛媛県告示第１１９０号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定

により、次のとおり道路の位置を指定する。

平成１９年６月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 道路の位置

大洲市大洲字浮舟谷９７１番２の一部及び９７１番３の一部並びに

同市大洲字西門前通り９７２番４の一部、９７３番２の一部及び９７４

番２の一部

２ 申請人の住所氏名

大洲市東大洲１５５番地２

トミナガ不動産有限会社 代表取締役 冨永 邦茂

３ 図面省略

�愛媛県告示第１１８９号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成１９年６月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�公 告

愛媛県立歯科技術専門学校入学試験の実施について

愛媛県立歯科技術専門学校学則（昭和４６年愛媛県規則第１３号）第１２条第１項の規定による平成２０年度愛媛県立歯科技術専門学校入学試験

を次のとおり実施する。

平成１９年６月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 入学試験の期日及び場所並びに募集人員等

科 別 期 日 場 所 修業年限 募集人員 受 験 資 格 卒業後の資格

歯科衛生士科
� 一般入学試験

平成２０年２月１４日（木）
� 推薦入学試験

平成１９年１０月１３日（土）

伊予郡砥部町高尾
田５４３番地
愛媛県立歯科技術
専門学校

２年

４０人（う
ち、推薦
入学試験
による募
集 人 員
は、２０人
程度）

高等学校若しくは中等教育学校を卒
業した者（平成２０年３月卒業見込みの
者を含む。）又はこれと同等以上の学
力があると認められた者。ただし、推
薦入学試験を受ける場合にあっては、
愛媛県内の高等学校又は中等教育学校
を同月卒業見込みの者で、在学高等学
校又は中等教育学校の校長の推薦を受
けたものに限る。

歯科衛生士試験
の受験資格が得ら
れる。

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

１９八局西土第４０２号

平成１９年６月１５日

西予市宇和町上松葉３２６番、３２８番、３２８番５、３２８番６、３２８番７、３３０番４、

３３６番、３３７番、３３８番、３３９番、３４０番、３４１番１、３４２番３、３４３番２、３４５

番２

群馬県前橋市日吉町四丁目４０番地の１１

株式会社ヤマダ電機

代表取締役 山 田 昇

１９松局建（開）第１６号

平成１９年６月１８日
伊予郡松前町大字西古泉字金子８０番５

松山市古川西三丁目２１番１２号

福 本 キ ミ カ
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�公 告

愛媛県立農業大学校入学試験の実施について

平成２０年度愛媛県立農業大学校入学試験を次のとおり実施する。

平成１９年６月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 入学試験の区分

総合農学科及びアグリビジネス科

２ 入学試験の期日

� 総合農学科

ア 推薦入学試験

平成１９年１１月１５日（木） 学科試験及び面接試験

イ 一般入学試験（１次募集）

平成２０年１月１７日（木） 学科試験及び面接試験

ウ 一般入学試験（２次募集）。ただし、１次募集で定員に満

たない場合のみ実施する。

平成２０年３月６日（木） 学科試験及び面接試験

� アグリビジネス科

平成２０年１月１８日（金） 学科試験及び面接試験

３ 入学試験の場所

松山市下伊台町１５５３番地

愛媛県立農業大学校

４ 募集人員、修業年限及び受験資格

� 総合農学科

コース 修業年限 募集人員

野菜複合コース

花き複合コース
２年 ５５人

果 樹 コ ー ス

畜 産 コ ー ス

受験資格

次のいずれかに該当する者
� 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）による高等学校又は
中等教育学校を卒業した者（平成２０年３月に卒業見込みの
者を含む。）

� �に掲げるもののほか、知事がこれらの者と同等以上の
学力を有すると認めた者

� アグリビジネス科

コース 修業年限 募集人員

栽培育種コース

環境・流通コース
２年 １５人

家畜管理コース

食品加工コース

歯科技工士科
� 一般入学試験

平成２０年２月１４日（木）
� 推薦入学試験

平成１９年１０月１３日（土）
同 上 ２年

２０人（う
ち、推薦
入学試験
による募
集 人 員
は、１０人
程度）

同 上
歯科技工士試験

の受験資格が得ら
れる。

２ 提出書類等

� 次の書類等を提出すること。

ア 入学願書（出願前３箇月以内に正面から撮影した無帽の上半身像で、縦５センチメートル横４センチメートルの写真をはること。）

イ 入学資格を証明する書類（卒業証明書、卒業見込証明書等）

ウ 最終出身校の成績証明書

エ 推薦入学試験を受ける場合にあっては、在学高等学校又は中等教育学校の校長の推薦書

� 入学願書の用紙は、愛媛県立歯科技術専門学校へ請求すること（郵送を希望する場合は、２００円分の郵便切手をはった角形２号（３３

．２センチメートル×２４．０センチメートル）の返信用封筒を同封のこと。）。

� 入学願書の受付期間及び提出先

ア 受付期間

� 一般入学試験

平成２０年１月１０日（木）から同月２９日（火）まで

� 推薦入学試験

平成１９年９月２８日（金）から１０月４日（木）まで

� 郵送による場合は、一般入学試験及び推薦入学試験とも当該受付期間の締切日までの消印のあるものは、受け付ける。

イ 提出先

伊予郡砥部町高尾田５４３番地

（郵便番号 ７９１―２１０１）

愛媛県立歯科技術専門学校

３ 合格発表

� 一般入学試験

平成２０年２月２９日（金）午前９時に愛媛県立歯科技術専門学校において合格者の受験番号を掲示するとともに、本人あて通知する。

� 推薦入学試験

平成１９年１０月３１日（水）に在学高等学校又は中等教育学校の校長を通じて、合否を本人あて通知する。

４ その他

入学試験に関する詳細は、愛媛県立歯科技術専門学校に照会すること。
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受験資格

次のいずれかに該当する者
� 学校教育法による短期大学を卒業した者（平成２０年３月
に卒業見込みの者を含む。）

� 都道府県立農業者研修教育施設養成部門（農林水産大臣
と協議して設置されたものに限る。）を卒業した者（平成
２０年３月に卒業見込みの者を含む。）
� �及び�に掲げるもののほか、知事がこれらの者と同等
以上の学力を有すると認めた者

５ 学科試験科目

� 総合農学科

ア 推薦入学試験

小論文

イ 一般入学試験（１次募集）

国語（古典及び古典講読を除く。）及び一般教養（数学及

び理科）

ウ 一般入学試験（２次募集）（実施する場合）

国語（古典及び古典講読を除く。）及び一般教養（数学及

び理科）

� アグリビジネス科

小論文

６ 入学願書受付期間

� 総合農学科

ア 推薦入学試験

平成１９年１０月２３日（火）から１１月１日（木）まで

イ 一般入学試験（１次募集）

平成１９年１２月１０日（月）から２１日（金）まで

ウ 一般入学試験（２次募集）（実施する場合）

平成２０年２月１２日（火）から１８日（月）まで

� アグリビジネス科

平成１９年１２月１０日（月）から２１日（金）まで

� 郵送による場合は、総合農学科及びアグリビジネス科とも当

該受付期間の締切日までの消印があるものは、受け付ける。

７ 受験手続

入学願書に次に掲げる書類等を添えて愛媛県立農業大学校長に

提出すること。

� 最終学校の調査書

� 写真（出願前６箇月以内に正面から撮影した無帽の上半身像

で５センチメートル平方形のもの）

� 総合農学科への推薦入学を希望する者にあっては、出身高等

学校又は出身中等教育学校の長の推薦書

� 入学選考料として２，２００円の愛媛県収入証紙

８ その他入学試験の詳細については、愛媛県立農業大学校に問い

合わせること。

平成１９年６月２９日 発行
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